
週休２日工事の実施フロー

発　注　者 受　注　者

工事契約

試行対象工事として選定
※１、※２

（対象外工事については、試行要領を参照）

入札公告・特記仕様書に
週休２日工事であることを明示

工事発注

工事契約

確認

週休２日工事実施の検討
※３

■受注者希望型の場合
別紙　様式１を提出

■発注者指定型の場合
休日等取得計画表を提出

工事着手

契約変更

確認
（確認方法は、特記仕様書を参照）

休日等取得実績表を
精査し設計変更

履行証明書（様式２）により
履行証明を依頼（必要な場合）

履行証明書（様式２）の記載内容
確認の上、履行証明を行う

竣工検査完了（合格）・引渡 竣工検査済書を受領

実施する場合
休日等取得実績表を提出

（対象期間終了後）

契約変更

工事成績評定で加点
(４週８休以上のみ)

竣工検査 竣工検査

※１ 港湾工事・漁港漁場関係工事（浚渫工事、構造物工事）及び海岸工事（港湾に関わる海岸・水産庁所管）以外の工種区分により工事費を積算

する工事については、「島根県週休２日工事試行要領（土木部編）」を適用するものとする。

※２ 受注者希望型においては、契約時には対象外工事であっても受発注者間の協議により週休２日の確保が可能と判断された場合、

対象とすることができる工事がある

※３ 工期に関する特記仕様書により、必要に応じて工期延期の協議を行う


